


児童連れで来店しようとする遊技客に対する呼び掛け等車内放置の防止のための広

報啓発及び駐車場の定期的な巡回による車内放置の早期発見

２ 関係機関、団体と連携した児童の車内放置事案の発生防止対策の推進

車内放置事案は、大型店舗や飲食店等ぱちんこ店以外の駐車場その他の場所において

も発生し得ることから、各種の機会を利用して、関係機関、団体と連携した同種事案の

発生防止のための取組みの推進に努められたい。
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駐車場における児童の車内放置事案の防止について（要請）

謹 啓

平素は、青少年の非行防止と健全育成やぱちんこ営業の健全化に深い御理解と
御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、大阪府岸和田市において発生した中学生男子被害に係る児童虐待事案を
、 、 、はじめとして 痛ましい児童虐待事案が引き続き発生しており 児童虐待問題は

社会的関心の高い深刻な状況にあることは御承知のとおりであります。

平成１５年中に警察が検挙した児童虐待事件の被害児童数のうちの４２人が虐
待により死に至っておりますが、この中には別紙のとおり駐車場に駐車した車内
に児童を放置したことによって死に至った児童が５人含まれており、そのうちの
４人までがぱちんこ店の駐車場における車内放置事案であります。

貴会におかれましても、こうした車内放置事案の防止に取り組まれているもの
と承知しておりますが、依然としてぱちんこ店の駐車場において悲惨な事案が発
生している現状を御理解の上、車内放置による児童虐待の根絶に向けて、次のよ
うな取組みを一層強力に推進していただきますよう、貴会傘下の会員に対する周
知徹底の程よろしく御願い申し上げます。

○ 車内放置防止のための広報啓発
・ 児童連れで来店しようとする遊技客に対する駐車場の出入管理時や入店

時などにおける呼び掛け
・ 店内・駐車場の目に付きやすい場所へのポスターの掲示
・ 店内放送の実施 等

○ 駐車場の定期的な巡回による車内放置の早期発見

次代を担う児童を虐待から守り、その健全な育成を図ることは、国民全ての願
いであります。児童虐待による被害を防止するため、貴会の格別の御高配を賜り
ますよう、重ねて御願い申し上げます。

敬 具


